
船舶事故調査報告書 

令和３年２月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 令和２年７月１３日 ０４時３０分ごろ 

発生場所 徳島県鳴門
な る と

市瀬戸
せ と

漁港 

 阿波
あ わ

瀬戸港北泊外防波堤灯台から真方位１９２°５００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１４.１′ 東経１３４°３５.３′） 

事故の概要  漁船徳
とく

丸は、出航する際、急発進し、岸壁に衝突した。 

事故調査の経過 令和２年７月１６日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 徳丸、１.８トン 

 ＴＯ３－１７８４２（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 軽傷 船長 

 損傷 本船 船首部外板に擦過傷 

岸壁 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

日出時刻：０５時００分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、岸壁に船首着けで係留し、たも
．．

網

を使用しての漁獲物の陸揚げ作業を終えた。 

船長は、一本釣り漁に出航する目的で、船首部の係留索を放し、主

機を始動したところ、前方に急発進し、船首部が岸壁に衝突した。 

船長は、陸揚げ作業中、たも
．．

網が後部甲板上のクラッチレバー及び

スロットルレバーに当たり、同レバー等が前進位置及び増速位置に倒

れていたことに気付いていなかった。 

船長は、帰航時にいつもクラッチを中立にして主機を停止し、係留

していたので、クラッチレバーの位置を気にせずに主機を始動してお

り、本事故時まで、急発進したことがなかった。 

分析 本船は、船長が、たも
．．

網が当たってクラッチ及びスロットルレバー

が前進及び増速位置になっていたことを知らず、主機を始動したこと

から、急発進して岸壁に衝突したものと考えられる。 

船長は、これまで、急発進したことがなかったことから、主機を始

動する際、クラッチレバーが中立の位置にあると思い込んでいたもの

と考えられる。 

原因  本事故は、夜間、船長が、たも
．．

網が当たってクラッチ及びスロット

ルレバーが前進及び増速位置になっていたことを知らず、主機を始動

したため、本船が急発進して岸壁に衝突したものと考えられる。 



再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、主機を始動する際、クラッチレバーの位置が中立である

ことを指差確認すること。 

 


